
一

（
地
方
創
生
及
び
消
費
者
問
題
に
関
す
る
特
別
委
員
会
）

公
益
通
報
者
保
護
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
四
一
号
）
（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

本
法
律
案
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
公
益
通
報
者
及
び
通
報
対
象
事
実
の
範
囲
の
拡
大

１

公
益
通
報
者
の
範
囲
に
、
労
働
者
で
あ
っ
た
者
、
派
遣
労
働
者
で
あ
っ
た
者
及
び
役
員
を
追
加
す
る
。

２

通
報
対
象
事
実
の
範
囲
に
、
国
民
の
生
命
、
身
体
、
財
産
そ
の
他
の
利
益
の
保
護
に
関
わ
る
法
律
と
し
て
別
表
に
掲
げ

る
も
の
に
規
定
す
る
過
料
の
理
由
と
さ
れ
て
い
る
事
実
を
追
加
す
る
。

二
、
公
益
通
報
者
の
保
護
の
強
化

１

権
限
を
有
す
る
行
政
機
関
等
に
対
す
る
通
報
の
保
護
要
件
に
つ
い
て
、
公
益
通
報
者
の
氏
名
等
を
記
載
し
た
書
面
を
提

出
す
る
場
合
を
追
加
す
る
。
ま
た
、
被
害
の
拡
大
の
防
止
等
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
者
に
対
す
る
通
報
の
保
護
要
件
に
つ

い
て
、
個
人
の
財
産
に
対
す
る
損
害
が
発
生
し
、
又
は
発
生
す
る
急
迫
し
た
危
険
が
あ
る
場
合
等
を
追
加
す
る
。

２

事
業
者
は
、
公
益
通
報
を
し
た
公
益
通
報
者
に
対
し
て
、
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

三
、
事
業
者
が
と
る
べ
き
措
置
等



二

１

事
業
者
は
、
公
益
通
報
対
応
業
務
に
従
事
す
る
者
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ほ
か
、
公
益
通
報
に
応
じ
、
適
切
に
対

応
す
る
た
め
に
必
要
な
体
制
の
整
備
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

常
時
使
用
す
る
労
働
者
の
数
が
三
百
人
以
下
の
事
業
者
に
つ
い
て
は
、
１
は
努
力
義
務
と
す
る
。

３

１
の
公
益
通
報
対
応
業
務
の
従
事
者
又
は
従
事
者
で
あ
っ
た
者
は
、
正
当
な
理
由
が
な
く
、
そ
の
公
益
通
報
対
応
業
務

に
関
し
て
知
り
得
た
事
項
で
あ
っ
て
公
益
通
報
者
を
特
定
さ
せ
る
も
の
を
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
。

４

権
限
を
有
す
る
行
政
機
関
は
、
公
益
通
報
に
応
じ
、
適
切
に
対
応
す
る
た
め
に
必
要
な
体
制
の
整
備
そ
の
他
の
必
要
な

措
置
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

内
閣
総
理
大
臣
は
、
１
に
関
し
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
事
業
者
に
対
し
て
、
助
言
、
指
導
、
勧
告
等
を
す
る

こ
と
が
で
き
る
ほ
か
、
勧
告
を
受
け
た
者
が
こ
れ
に
従
わ
な
か
っ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
公
表
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

６

３
の
規
定
に
違
反
し
て
３
に
規
定
す
る
事
項
を
漏
ら
し
た
者
は
、
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

四
、
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

な
お
、
本
法
律
案
は
、
衆
議
院
に
お
い
て
、
附
則
の
検
討
規
定
に
、
検
討
対
象
と
し
て
、
公
益
通
報
を
し
た
こ
と
を
理
由
と

す
る
公
益
通
報
者
に
対
す
る
不
利
益
な
取
扱
い
の
「
裁
判
手
続
に
お
け
る
請
求
の
取
扱
い
」
を
明
記
す
る
修
正
が
行
わ
れ
た
。


